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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基地局の検索を行う折り畳み携帯電話機の基地局検索システムにおいて、
　受信電界値と第１の待ち受け電界しきい値を比較して前記受信電界が前記第１の待ち受
け電界しきい値よりも小さくなった場合に折り畳み携帯電話機が圏外であると判定して基
地局の検索で待ち受け状態を外すための圏外判定部と、
　前記圏外判定部で圏外と判定した直後に前記折り畳み携帯電話機の折り畳み状態、展開
状態を検出する開閉検出部と、
　前記開閉検出部により折り畳み状態が検出された場合前記圏外判定部に前記第１の待ち
受け電界しきい値を、前記第１の待ち受け電界しきい値よりも小さい第２の待ち受け電界
しきい値に変更設定する待ち受け可能な受信電界値設定部とを備えることを特徴とする折
り畳み携帯電話機の基地局検索システム。
【請求項２】
前記待ち受け可能な受信電界値設定部により前記圏外判定部に前記第２の待ち受け電界し
きい値が変更設定された場合、受信電界値と前記第２の待ち受け電界しきい値とを比較し
、受信電界値が前記第２の待ち受け電界しきい値よりも大きい場合には、前記折り畳み携
帯電話機が圏外動作から待ち受け動作に移行することを特徴とする、請求項１に記載の折
り畳み携帯電話機の基地局検索システム。
【請求項３】
前記待ち受け可能な受信電界値設定部では前記第１の待ち受け電界しきい値よりも小さい
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第２の待ち受け電界しきい値に変更設定した後、一定時間経過後に一旦設定変更した前記
第２の待ち受け電界しきい値を前記第１の待ち受け電界しきい値に戻すことを特徴とする
、請求項１に記載の折り畳み携帯電話機の基地局検索システム。
【請求項４】
前記待ち受け可能な受信電界値設定部では、前記第２の待ち受け電界しきい値への変更設
定後、前記開閉検出部より展開状態が検出された場合には、前記第２の待ち受け電界しき
い値を前記第１の待ち受け電界しきい値の設定に戻すことを特徴とする、請求項１に記載
の折り畳み携帯電話機の基地局検索システム。
【請求項５】
基地局の検索を行う折り畳み携帯電話機の基地局検索方法において、
　受信電界値と第１の待ち受け電界しきい値を比較して前記受信電界が前記第１の待ち受
け電界しきい値よりも小さくなった場合に折り畳み携帯電話機が圏外であると判定して基
地局の検索で待ち受け状態を外す工程と、
　圏外と判定した直後に前記折り畳み携帯電話機の折り畳み状態、展開状態を検出する工
程と、
　前記折り畳み状態が検出された場合前記第１の待ち受け電界しきい値を、前記第１の待
ち受け電界しきい値よりも小さい第２の待ち受け電界しきい値に変更する工程とを備える
ことを特徴とする折り畳み携帯電話機の基地局検索方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は基地局の検索を行う折り畳み携帯電話機の基地局検索システムに関する。特に
、本発明は、圏外と判定され再び電波状況が良くなった場合より早く待ち受け状態に復帰
できる折り畳み携帯電話機の基地局検索システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の折畳携帯電話装置では、電波環境が不安定な状況におかれる場合であっても、バ
ッテリの電力を浪費することを防止するために、制御部は、サービス圏内に位置すること
を検出する場合に、圏外の状態から圏内に位置するようになったことを判定するのに、そ
の指標となる受信電界レベルの閾値を上げて、圏内に位置するものと判定しにくくして、
通信環境が不安定な状況では、位置登録などの処理が安易に行われないようにしている。
また、制御部は、着信待ち受ける際に、一斉呼び出しチャネルが連続して受信できず、安
定した着信待ち受けができなくなった場合にも、圏外の状態から圏内に位置するようにな
ったことを判定するのに、上記閾値を上げて、圏内に位置するものと判定しにくくして、
通信環境が不安定な状況では、位置登録などの処理が安易に行われないようにしている（
例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、従来の折畳携帯電話装置では、装置を折り畳んだ状態でサービス圏外又は圏内を
振動、光点滅、音断続、画面表示の一つ又は組合せあるいは全部で報知できるようにして
、その使用の利便性の向上を図るために、アンテナＡｎｔからスキャン回路までの構成と
共に、ボタンスイッチを有している。更に、液晶ディスプレイマトリクス駆動部からタイ
マ回路までの構成を有している。かつ、装置を二つに折り畳む構造である。折り畳んだ状
態の内側の対向面に表示部及び操作部を配置されている。受信状態からサービス圏外又は
圏内を判断し、折り畳んだ状態で外部操作が可能に配置されたボタンスイッチの押下操作
によって、サービス圏外又は圏内を振動、光点滅、音断続、画面表示の一つ又は組合せあ
るいは全部で報知するようにしている（例えば、特許文献２参照）。
【０００４】
　また、従来のデジタル式無線電話機では、選択不可能なエリアを少なくすると共に最適
な無線基地局を選択するために、ゾーン流出判定比較部は、無線基地局から送信される制
御信号の受信レベルが待ちうけレベル閾値レジスタに設定された待ち受けレベル閾値より
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も小さいとき、電話機が無線ゾーンから離脱したことを検出する。そして、基地局選択比
較部は、受信レベルに最も近くかつ受信レベルよりも小さい基地局選択レベル閾値を基地
局選択レベル閾値に替わって無線基地局の選択の基準とするようにしている（例えば、特
許文献３参照）。
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－１８６５３
【特許文献２】特開平１１－２０５８５７
【特許文献３】特開平０８－２９４１７４
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上記の従来技術に対して、折り畳み携帯電話機では、待ち受け、通話などの
使用可能時間の延長が常に望まれるため、折り畳み携帯電話機が無線基地局の圏外にいる
際にも消費電流が削減できるように無線基地局の検索方法が検討されている。
　検討の一例として、従来、圏外時の無線基地局の検索方法では、折り畳み携帯電話機は
待ち受け電界しきい値を用いて圏内／圏外の判定を行い、圏外時にある一定の周期で無線
基地局の検索を行うものがある。
【０００７】
　折り畳み携帯電話機によっては、一定時間連続して圏外が検出されると、さらに長い周
期で無線基地局の検索を行うものもある。
　このように制御することによって、圏外時にも折り畳み携帯電話機の消費電流を削減す
ることが可能となる。
　しかしながら、市街地など無線基地局が多数存在するような場所において無線基地局と
折り畳み携帯電話機との通信が確実に行える程度の高い電界値に待ち受け電界しきい値が
設定されていることが多いので、折り畳み携帯電話機を使用せずに折り畳んだまま衣服の
ポケット、カバンの中に入れているような場合に一時的に受信電界値が待ち受け電界しき
い値以下となってしまうことがある。
【０００８】
　このよな状況下で圏外と判定され、圏外の判定後、再び電波状況が良くなっても、折り
畳んだまま衣服のポケット、カバンの中に入れているような場合、衣服、カバンの電波遮
蔽により、受信電界値が待ち受け電界しきい値よりも小さく、さらに、衣服、カバンの電
波遮蔽分だけ受信電界値が強くならないと、その間、待ち受け状態になることができない
という問題点がある。
　したがって、本発明は上記問題点に鑑みて、折り畳み携帯電話機が未使用状態すなわち
折り畳んで状態で圏外の判定とされ、判定後再び電波状況が良くなった場合より早く待ち
受け状態に復帰できる折り畳み携帯電話機の基地局検索システム及び方法を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は前記問題点を解決するために、基地局の検索を行う折り畳み携帯電話機の基地
局検索システムにおいて、受信電界値と第１の待ち受け電界しきい値を比較して前記受信
電界が前記第１の待ち受け電界しきい値よりも小さくなった場合に折り畳み携帯電話機が
圏外であると判定して基地局の検索で待ち受け状態を外すための圏外判定部と、前記圏外
判定部で圏外と判定した直後に前記折り畳み携帯電話機の折り畳み状態、展開状態を検出
する開閉検出部と、前記開閉検出部により折り畳み状態が検出された場合前記圏外判定部
に前記第１の待ち受け電界しきい値を、前記第１の待ち受け電界しきい値よりも小さい第
２の待ち受け電界しきい値に変更設定する待ち受け可能な受信電界値設定部とを備えるこ
とを特徴とする折り畳み携帯電話機の基地局検索システムを提供する。
【００１０】
　さらに、前記待ち受け可能な受信電界値設定部により前記圏外判定部に前記第２の待ち
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受け電界しきい値が変更設定された場合、受信電界値と前記第２の待ち受け電界しきい値
とを比較し、受信電界値が前記第２の待ち受け電界しきい値よりも大きい場合には、前記
折り畳み携帯電話機が圏外動作から待ち受け動作に移行する。
　さらに、前記待ち受け可能な受信電界値設定部では前記第１の待ち受け電界しきい値よ
りも小さい第２の待ち受け電界しきい値に変更設定した後、一定時間経過後に一旦設定変
更した前記第２の待ち受け電界しきい値を前記第１の待ち受け電界しきい値に戻す。
【００１１】
　さらに、前記待ち受け可能な受信電界値設定部では、前記第２の待ち受け電界しきい値
への変更設定後、前記開閉検出部より展開状態が検出された場合には、前記第２の待ち受
け電界しきい値を前記第１の待ち受け電界しきい値の設定に戻す。
　さらに、本発明は、基地局の検索を行う折り畳み携帯電話機の基地局検索方法において
、受信電界値と第１の待ち受け電界しきい値を比較して前記受信電界が前記第１の待ち受
け電界しきい値よりも小さくなった場合に折り畳み携帯電話機が圏外であると判定して基
地局の検索で待ち受け状態を外す工程と、圏外と判定した直後に前記折り畳み携帯電話機
の折り畳み状態、展開状態を検出する工程と、前記折り畳み状態が検出された場合前記第
１の待ち受け電界しきい値を、前記第１の待ち受け電界しきい値よりも小さい第２の待ち
受け電界しきい値に変更する工程とを備えることを特徴とする折り畳み携帯電話機の基地
局検索方法を提供する。
【発明の効果】
【００１２】
　以上説明したように、本発明によれば、折り畳み携帯電話機の開閉状態を検出する手段
を設け、折り畳み携帯電話機の使用状態を把握するようにしたので、折り畳み携帯電話機
が圏外と判定した直後、折り畳み携帯電話機の開閉状態の検出により待ち受け電界しきい
値を小さい方向に変更することが可能になる。
【００１３】
　さらに、受信電界値が小さい方向に変更した待ち受け電界しきい値よりも大きい場合、
待ち受け状態に移行することにより、無線基地局が多数存在するにも拘らず一時的に待ち
受け電界しきい値以下の受信電界値となるような環境にいた場合に、待ち受け電界しきい
値を通常の待ち受け電界しきい値より小さい待ち受け電界しきい値とするので、より早く
待ち受け状態に復帰することが可能となる。
【００１４】
　さらに、折り畳み状態から展開状態になった場合折り畳み状態の衣服、カバン等の電波
遮蔽が無いので、第２の待ち受け電界しきい値から第１の待ち受け電界しきい値に戻す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　図１は本発明の折り畳み携帯電話機の基地局検索システムの概略構成を示す図である。
本図に示す無線基地局２００は公衆回線（図示しない）に接続されている。
　接続可能範囲２０１内では、折り畳み携帯電話機１００と無線基地局２００とが時分割
多重無線伝送路で接続され音声、制御データの送受信可能であり、接続可能範囲２０１内
における折り畳み携帯電話機１００の受信電界値は待ち受け電界しきい値より高い値を示
す。
【００１６】
　接続可能範囲２０１外で接続不可能範囲２０２内では、待ち受け電界しきい値より折り
畳み携帯電話機１００ａの受信電界値が小さいので、圏外にいると判定され折り畳み携帯
電話機１００ａと無線基地局２００との送受信ができない。
　接続不可能範囲２０２外に位置する折り畳み携帯電話機１００ｂでは受信電界無しと判
定される。
【００１７】
　図２は図１における折り畳み携帯電話機の概略構成を示すブロック図である。公衆回線
に接続された無線基地局２００の複数と時分割多重無線伝送路にて送受信可能である折り
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畳み携帯電話機１００には、本図に示すように、無線部１０１が設けられ、無線部１０１
は無線基地局から送信された信号を、アンテナを経由して受信し、受信電界値を検出する
機能を有する。
【００１８】
　無線部１０１にはベースバンド部１０２が接続され、ベースバンド部１０２は無線部１
０１に対して符号化したデータを入出力する機能を有する。
　ベースバンド部１０２には送受話部１０３が接続され、送受話部１０３はベースバンド
部１０２に対して音声データを入出力する機能を有する。
　さらに、折り畳み携帯電話機１００には操作キー１０５が設けられ、操作キー１０５は
テンキー、機能キーを有し、情報入力を行う機能を有する。
【００１９】
　さらに、折り畳み携帯電話機１００にはＬＣＤ（液晶）表示部１０６が設けられ、ＬＣ
Ｄ表示部１０６は情報の表示を行う機能を有する。
　さらに、折り畳み携帯電話機１００には記憶部１０７が設けられ、記憶部１０７は折り
畳み携帯電話機１００を動作させるプログラム、データ、後述する待ち受け可能な受信電
界値（待ち受け電界しきい値）ＶＴＨ２、ＶＴＨ１を記憶する機能を有する。ここに、Ｖ
ＴＨ２＜ＶＴＨ１を満たし、ＶＴＨ２はＶＴＨ１よりも衣服、カバン等の電波遮蔽相当分
だけ小さくする。ＶＴＨ２の設定を適正に行うためである。
【００２０】
　さらに、折り畳み携帯電話機１００にはタイマ１０８が設けられ、タイマ１０８は後述
するタイムアウトＴ１を計測する。
　さらに、折り畳み携帯電話機１００には制御部１０４が設けられ、無線部１０１、制御
部１０４はベースバンド部１０２、操作キー１０５、ＬＣＤ表示部１０６、記憶部１０７
、タイマ１０８を含む折り畳み携帯電話機１００全体の制御を行う機能を有し、さらに、
圏外判定部１０４Ａ、開閉検出部１０４Ｂ、待ち受け可能な受信電界値設定部１０４Ｃを
有する。
【００２１】
　圏外判定部１０４Ａは無線部１０１から通知された受信電界値と待ち受け可能な受信電
界値（待ち受け電界しきい値）ＶＴＨ１又はＶＴＨ２とを比較し、折り畳み携帯電話機１
００が圏内にいるか圏外にいるかの判定を行う機能を有する。圏外の判定の場合、基地局
の検索で待ち受け状態が外される。
　開閉検出部１０４Ｂは、待ち受け可能な受信電界値（待ち受け電界しきい値）ＶＴＨ１
が設定された圏外判定部１０４Ａで圏外と判定した直後に、折り畳み携帯電話機１００が
折り畳み状態であるか展開状態であるかを検出する機能を有する。
【００２２】
　待ち受け可能な受信電界値設定部１０４Ｃは、開閉検出部１０４Ｂにより検出された状
態に応じて圏外判定部１０４Ａに記憶部１０７から読み出し待ち受け可能な受信電界値（
待ち受け電界しきい値）ＶＴＨ１又はＶＴＨ２を設定する機能を有する。
【００２３】
　図３は図１における待ち受け可能な受信電界値設定部１０４Ｃの設定動作例を説明する
図である。本図（ａ）に示すように、圏外判定部１０４Ａで受信電界値が待ち受け可能な
受信電界値（待ち受け電界しきい値）ＶＴＨ１よりも小さくなり圏外と判断し、開閉検出
部１０４Ｂの検出で折り畳み携帯電話機１００が展開状態の場合には待ち受け可能な受信
電界値設定部１０４Ｃは待ち受け可能な受信電界値（待ち受け電界しきい値）ＶＴＨ１の
設定を維持する。
【００２４】
　本図（ｂ）に示すように、圏外判定部１０４Ａで受信電界値が待ち受け可能な受信電界
値（待ち受け電界しきい値）ＶＴＨ１よりも小さくなり圏外と判断し、開閉検出部１０４
Ｂの検出で折り畳み携帯電話機１００が折り畳み状態の場合には待ち受け可能な受信電界
値設定部１０４Ｃは待ち受け可能な受信電界値（待ち受け電界しきい値）ＶＴＨ２の設定
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を一定時間Ｔ１行う。
【００２５】
　図４は図１における折り畳み携帯電話機の基地局検索システムの動作例を説明するフロ
ーチャートである。
　ステップＳ１１において、制御部１０４の圏外判定部１０４Ａでは検出された受信電界
と待ち受け可能な受信電界値（待ち受け電界しきい値）ＶＴＨ１とが比較され、検出され
た受信電界がＶＴＨ１よりも小さい場合、無線基地局２００の待ち受け状態から何らかの
理由により折り畳み携帯電話機１００が圏外になったと判定される。
　ステップＳ１２において、開閉検出部１０４Ｂでは、折り畳み携帯電話機１００が折り
畳み状態であるか展開状態であるかを検出する。展開状態の場合、ステップＳ１８に進む
。なお、折り畳み状態でＶＴＨ２の設定後に展開状態になった場合には、ＶＴＨ２の設定
が解除され、ＶＴＨ１の設定に戻る。折り畳み状態の衣服、カバン等の電波遮蔽が無くな
ったことによる。
【００２６】
　ステップＳ１３において、折り畳み携帯電話機１００が折り畳み状態である場合、タイ
マ１０８をスタートする。
　ステップＳ１４において、待ち受け可能な受信電界値設定部１０４Ｃでは圏外判定部１
０４Ａに対して待ち受け可能な受信電界値（待ち受け電界しきい値）ＶＴＨ１より小さい
待ち受け可能な受信電界値（待ち受け電界しきい値）ＶＴＨ２が記憶部１０７から読み出
され設定される。
【００２７】
　この設定により、折り畳み携帯電話機が圏外と判定した直後、折り畳み携帯電話機の開
閉状態の検出により待ち受け可能な受信電界値（待ち受け電界しきい値）を小さい方向Ｖ
ＴＨ２に変更することが可能になる。
【００２８】
　ステップＳ１５において、待ち受け可能な受信電界値（待ち受け電界しきい値）ＶＴＨ
２の設定後、無線基地局２００の検索を行う。
　ステップＳ１６において、検索結果である受信電界値を無線部１０１から取得すると共
に圏外判定部１０４Ａで受信電界値と待ち受け可能な受信電界値（待ち受け電界しきい値
）ＶＴＨ２が比較される。
【００２９】
　ステップＳ１７において、受信電界値が待ち受け可能な受信電界値（待ち受け電界しき
い値）ＶＴＨ２よりも小さいか又は等しい場合には圏外判定部１０４Ａでは圏外と判定し
、タイマ１０８が一定時間Ｔ１を経過しタイムアウトしているか否かを確認する。タイム
アウトしていなければ、受信電界値（待ち受け電界しきい値）ＶＴＨ２を維持しステップ
Ｓ１５に戻り、無線基地局２００の検索を行う。
【００３０】
　ステップＳ１８において、タイマ１０８がタイムアウトしている場合、待ち受け可能な
受信電界値設定部１０４Ｃでは待ち受け可能な受信電界値（待ち受け電界しきい値）がＶ
ＴＨ２からＶＴＨ１に設定され、処理を終了する。
【００３１】
　ステップＳ１９において、受信電界値が待ち受け可能な受信電界値（待ち受け電界しき
い値）ＶＴＨ２よりも大きい場合には無線基地局２００の圏内であると見なして、待ち受
け動作に移行し、処理を終了する。
　この移行により、無線基地局２００が多数存在するにも拘らず一時的に待ち受け可能な
受信電界値（待ち受け電界しきい値）以下の受信電界値となるような環境にいた場合に、
待ち受け可能な受信電界値（待ち受け電界しきい値）を通常の待ち受け可能な受信電界値
（待ち受け電界しきい値）より小さい待ち受け可能な受信電界値（待ち受け電界しきい値
）とするので、より早く待ち受け状態に復帰することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
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【００３２】
【図１】本発明の折り畳み携帯電話機の基地局検索システムの概略構成を示す図である。
【図２】図１における折り畳み携帯電話機の概略構成を示すブロック図である。
【図３】図１における待ち受け可能な受信電界値設定部１０４Ｃの設定動作例を説明する
図である。
【図４】図１における折り畳み携帯電話機の基地局検索システムの動作例を説明するフロ
ーチャートである。
【符号の説明】
【００３３】
１００、１００ａ、１００ｂ…折り畳み携帯電話機
１０１…無線部
１０２…ベースバンド部
１０３…送受話部
１０４…制御部
１０４Ａ…圏外判定部
１０４Ｂ…開閉検出部
１０４Ｃ…待ち受け可能な受信電界値設定部
１０４Ｄ…検索周期設定部
１０５…操作キー
１０６…ＬＣＤ表示部
１０７…記憶部
１０８…タイマ
２００…無線基地局
２０１…接続可能範囲
２０２…接続不可能範囲
【図１】 【図２】
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